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体育館防災トイレ新設工事に伴う車両等の進入制限について（お願い） 

  

 梅雨の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、懸案であった本校の体育館横にあるトイレを、防災用トイレとして新設する工事が６月８

日(火)から１０月末までの工期で実施されます。それに伴い、現在の体育館と校舎の間の駐車

場は使用できなくなります。そこで、敷地内に進入する車両等を下記のように制限することにい

たします。保護者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 敷地内への車両の進入は許可車両（給食、工事関係）のみとし、原則として禁止します。 

  ただし、学童の迎え、疾病者の送迎車両は学童前駐車場のみ利用可とします。 

 

２ 社会体育などの児童の送迎は、すべて北部公園駐車場を利用してください。工事期間内は使

用許可をいただいております（朝７：００～夜２１：００）。学校横の道路での待機、乗降は通行の妨

げになりますので絶対にしないでください。土日祝日において、北部公園で試合等がある場合

は利用できないこともあります。尚、久間子守保育園横の駐車場には駐車できません。 

 

３ 現在の学校職員駐車場は立入禁止となります。外用トイレを利用する場合は、校舎東側からし

か行けません。定められた通路を通って利用してください。 

 

４ 新校舎・体育館裏の空き地は、イノシシが出没しており、危険ですので児童の通行は禁止としま

す。 

 

※ 裏面に敷地図を示しております。参考にしてください。 

※ 北部公園の駐車場は職員も使用します。駐車場内での事故には十分気を付けてください。 

   

 


